
介護老人保健施設　あおみ
〒 446-8602　安城市安城町東広畔２８番地

TEL（0566）75-8460　FAX（0566）75-8304
URL　http://www.aomi-anjo.jp

介護老人保健施設あおみは、 

1. 介護を必要とする高齢者の自立を促し、在宅への復帰を支援します

2. 家庭的な雰囲気の中で、在宅ケアを支える生活の場としての安心をお届けします

3. 地域と家庭との結びつきのもとで、必要な介護サービスを提供します

4. 訪問看護ステーション、介護保険センター、地域包括支援センター（委託事業）とともに、サービスを一体的に提供します
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通所リハビリテーション
ご　案　内

お支払いのご案内 通所リハビリテーション
利用時の留意事項

契約時に支援相談員より申込書を
お渡しいたしますのでお尋ねください。

（ほとんどの金融機関がご利用できます）
手数料は施設にて負担いたします。

口座引き落としをご利用の場合

窓口での現金支払いを
ご利用の場合
事務所の窓口にて承ります。
・月〜金曜日　8 時 30 分〜 16 時 30 分
   （土日祝、年末年始、8 月 15 日休み）

利用日時の変更・利用中止をされる
場合は必ず事前に事前にご連絡ください。
・発熱など体調不良の際にはその日のご利用は
　ご遠慮ください。
・台風や降雪などで休業する場合は、電話連絡
  いたします。また、行事等で休業となる場合は、
　前もって文書でお知らせいたします。
・職員への贈り物等は固くお断りします。

介護老人保健施設
併設

愛知県厚生農業協同組合連合会

介護老人保健施設あおみは、安城更生病院に併設されています。病院内の通路は利用できませんので、
ご注意ください。安城更生病院南側よりお入りいただき、あおみ駐車場をご利用ください。

安城更生病院北

至 広畔橋北

至 安城町祥南

至 県営古井住宅
至 赤松町東恋塚

●定休日 : 土日祝、年末年始　
●時　間：8:30 〜 17:00

相談窓口受付時間

P

●営業日: 月〜土曜日　
●定休日：日曜日、年末年始（12 月30日〜1月3日）

通所リハビリテーション営業日



「介護老人保健施設あおみ」は病状が安定しており、リハビリテーション
や看護・介護を必要とする介護保険の要介護認定を受けた方が利用して
いただく施設です。

1
日
の
流
れ
の
例

利
用
手
順

お迎え※1 施設到着
8:30〜 9:50 10:00 11:00 11:30 14:00 15:00 16:00

水分補給
入浴※ 2（午前）

午前の
レクリエーション

午後の
レクリエーション

昼食 おやつ お送り※1

利
用
開
始

利用に
対する
検討

契　約
利用希望者に対して
適切なサービス提供が
できるか検討致します。

介護保険法に
基づき契約を
交わします。

〈通所リハビリテーション〉では、あおみにて送迎を行い、入浴や食事はもとより、健康チェック、身辺介護、
リハビリテーション、レクリエーションなどのサービスを行います。他のご利用者とご一緒に、和やかなひと
ときをお過ごしください。

その他のサービス利用 医療機関受診にあたって

通所リハビリテーション利用料金

クラブ活動

※ 2 入　浴：
男性・女性で午前・午後に
分かれて入浴していただきます。

（寝浴、リフト浴、個浴、歩浴）

交通状況等で多少前後する場合もありますが
ご了承下さい。ご家族で送迎される場合、お
送りは 9 時〜 9 時 50 分、お迎えは 16 時で
お願いしています。

（曜日によってクラブ活動    
 があります）

制度上の制限があるため、通所リ
ハビリテーション利用中の受診は
できません。（ただし、緊急時は
除く）

・連絡帳　
・着替え　
・内服薬、外用薬等を
  お持ちの方は 1 回分
・口腔ケア用品
  （歯ブラシ、コップ）

※必要な方は福祉用具
（車椅子・杖など）、
オムツ、リハビリパ
ンツ、パット

連絡帳について
初めての利用時にお配りします。ご利用の際には必ずご持参ください。
内容については、体温・血圧・脈拍・入浴・リハビリなどのご利用時の
状態を記載していきます。また、ご家族からの連絡事項などがありまし
たらご記入ください。ご利用日の朝、自宅で体温測定を実施し、値を記
入しておいて下さい。

持ち物
全てに氏名を

ご記入ください

13:00
リハビリ

体操

ご利用者の趣味の活動の一環として、各種
のクラブ活動を実施しています。（材料代と
して参加費を徴収します）

レクリエーション活動

※クラブ活動の内容に
ついては、都合によ
り変更となる場合が
あります 別紙「介護老人保健施設

あおみ料金表」を
ご参照ください。

ご利用者の状態に合わせ評価をし、プログラムを作成
して実施しています。専門職が付き添って行う訓練や
集団体操などを行います。また、1 日の間にご自分で
行える運動をご利用者と一緒に考え、自主トレーニン
グを提案しています。

リハビリテーション

面　談

支援相談員が
ご本人、
ご家族と
面談致します。

診断書
作成

面談時にお渡しする
診断書の記入を
主治医に依頼して
ください。

相談
受付

支援相談員が
相談窓口と
なります。
お気軽に
ご相談ください。

毎日の生活に変化や楽しみを感じられるように様々な
レクリエーションを行っています。（クイズ、脳トレ、
カラオケ、園芸活動、麻雀、パチンコ等）

※ 1 送　迎：
送迎時間は前日に電話連絡いたします。

また、季節に合わせた行
事やイベントも企画して
います。（例　花まつり、
かき氷、あおみ祭り、敬
老会、焼き芋、餅つき、
福笑いなど）

単位数

400単位

円/日
400単位

円/月
10単位

円/月
239単位

円/日
300単位

円/日

1,750

1,640

756

432

370

100
2,300～

100

50

30

20

20
11,000

要介護1

個室

4,363

多床室

3,175

個室

5,233

多床室

4,127

個室

6,104

多床室

5,080

要介護1

個室

130,890

多床室

95,250

個室

156,990

多床室

123,810

個室

183,120

多床室

152,400

食費※
居住費※

介護職員処遇改善加算Ⅰ

基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数の3.9％

一ヶ月（30日）あたりの基本料金（円）　※のみ

美術クラブ
書道クラブ

居住費※

理美容
園芸クラブ

介護保険適用外のサービス

2人室料金

3割負担

訪問看護指示書

3割負担

4,437

多床室利用時

個室料金

1割負担

円/回

円/日

円/日

円/日

円/日

円/日

再入所時栄養連携加算

411 822所定疾患施設療養費Ⅰ

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

1日あたりの基本料金（円）　※のみ

手芸クラブ

算定要件

5,740

2人室利用時（2階のみ）

医療機関に入院し、入所時とは大き

く異なる栄養管理が必要となった場

合（経管栄養又は嚥下調節食の新規

導入）再入所後の栄養管理の管理栄

養士と相談の上、栄養ケア計画の原

案を作成した場合

5,505

3,374

5,623

4,526

6,689

5,678

4,616

3,251

5,381

4,279

6,325

5,308

3,317

5,508

4,411

6,516

要介護3

2割負担

4,639

11

円/回

加算料金

1割
2割

3割

円/回

円/回

要介護5

1割負担

死後の処置料

要介護2

21
31 褥瘡の発生リスクとモニタリング指標

を用い、褥瘡ケア計画を作成した場

合（3月1回限度）・・経過措置

褥瘡マネジメント加算

1,233

要介護4

円/回

入退所前連携加算Ⅱ

411 822 1,233
入所期間が1月を超える入所者の退

所に先立ち、介護支援専門員と連携

し、退所後の居宅における居宅サー

ビスの利用上必要な調節を行った場

合

4,500
4,558

基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数の2.1％

個室利用時
個室利用時（2階のみ）

246 491 737 治療を必要となった場合。治療管理

を1回に連続する7日を限度、月１回

算定。診断名、診断日、投薬、検査、

注射、処置内容等を診療録に記載

309 617 925
退所時に訪問看護指示書を交付した

場合

円/回

円/回

要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

日用品費※

円/日 シャンプー・リンス・ボディソープ・入浴剤・バスタオル・

リースタオル・ペーパータオル・おしぼり・ハンドソープ等

2割負担

161,430 165,240

133,110 135,000 136,740 138,480

97,530
99,510 101,220

6,864

5,847

アニマルふれあいクラブ

102,930168,690 172,200

3,431

189,750 195,480 200,670 205,920

159,240 165,150 170,340 175,410

128,370 132,330 135,780 139,170

※新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和3年9月末

までの間、基本報酬に0.1％の上乗せが行われます。
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24単
位

円/日

22単
位

円/日

46単
位

円/日

90単
位

円/月

400単
位

円/月

30単
位

円/日

76単
位

円/日

240単
位

円/日

240単
位

円/日

80単
位

円/日

160単
位

円/日

820単
位

円/日

1,650
単位

円/日

362単
位

円/日

450単
位

円/日

480単
位

円/日

500単
位

円/日

600単
位

円/日

令和
3年4

月改
定

短期
集中

リハビ
リテー

ション
実施

加算

認知
症短

期集
中リハ

ビリテ
ーショ

ン実施
加算

要介
護5

加算
料金

夜勤
職員

配置
加算

※

サー
ビス提

供体
制加

算Ⅰ
※

介護
保険

給付
サー

ビス（
1単位

：10.2
7円）

要介
護1

要介
護2

要介
護3

要介
護4

在宅
復帰

・在宅
療養

支援
機能

加算
Ⅱ※

1割

経口
維持

加算

入所
後3ヶ

月以
内で集

中的
にリハ

ビリ

を行っ
た場合

62

多床
室

口腔
衛生

管理
体制

加算
を算定

してお

り、歯
科医

師の
指示

を受け
た歯科

衛

生士
が入

所者
に口

腔ケ
アを月

2回以

上行
い、介

護職
員に

対し口
腔ケ

アに

係る具
体的

な技術
的助

言及
び指

導

行って
いる場

合

個室

851

50
74

914

口腔
衛生

管理
加算

Ⅰ

93
185

278

744
1,116

居宅
におけ

る外泊
を認め

た場合
329

1,685
2,527

死亡
日の

前日
及び

前々
日

972

1,030

23

25

493

372

165

463

単位
数

介護
報酬

基本
サー

ビス※

外泊
時費

用

認知
症ケ

ア加算
初期

加算

ターミ
ナル

ケア加
算1

ターミ
ナル

ケア加
算3

ターミ
ナル

ケア加
算4

入所
期間

が1月
超える

見込
みで入

所

前30
日以

内又
は入

所後
7日以

内に
退

所後
生活

する居
宅に

訪問
し、サ

ービ

ス計画
を策定

、診療
方針

の決
定を

行った
場合

1割
2割

3割

93

48
95

142

入所
前後

訪問
指導

加算
Ⅱ

1,479

1,695
3,389

5,084

45
68

843

247

740

31

411
822

1,233

83

入所
前後

訪問
指導

加算
Ⅰ

ターミ
ナル

ケア加
算2

3,001

1,058
2,116

3,174

2,915

2,060
3,090

1,828
2,742

1,943 1,085
単位

974単
位

1,030
単位

1,001

1,115
2,229

3,343

2,001

1,717
2,576

935

単位
数

836単
位

自己
負担

額（円
）

自己
負担

額（円
）

777
1,553

2,3301割
2割

3割 1,869
2,804

910単
位

1,701
2,551

2割
3割

859

算定
要件

夜勤
職員

の配
置が

基準
を満た

してい

る場合

介護
職員

の総
数の

内、介
護福

祉士

の割
合が

80％
以上

、又は
勤続

10年

以上
介護

福祉
士の

割合
が25

％以
上

165
247

死亡
日以

前31
日以

上45
日以

下

925
1,387

493
死亡

日以
前4日

以上
30日

以下

入所
期間

が1月
超える

見込
みで入

所

前30
日以

内又
は入

所後
7日以

内に
退

所後
生活

する居
宅に

訪問
し、サ

ービ

ス計画
を策定

、診療
方針

の決
定に

あ

たり、
生活

機能
の具

体的
な改善

目標

を定め
、退所

後の
生活

に係
る支援

計

画を策
定した

場合
986

死亡
日

厚生
労働

大臣
が定

める基
準に

適合

するも
のとし

て都道
府県

知事
に届

け

出た介
護老

人保
健施

設

493
740

医師
が医

学的
知見

に基
づき、

回復
する見

込み
がない

と判断
した利

用者
で、入

所者

様や
ご家族

様か
ら看取

りの同
意を得

て計画
が作

成され
ている

。また
、随時

説明
させ

ていた
だいた

場合
に算

定。（
お亡

くなり
になら

れた日
によっ

て加算
額が

変動
）

78
156

234

247
493

摂食
機能

障害
や誤

嚥を有
する入

所

者に
対し医

師又
は歯

科医
師の

指示

に基
づき、

栄養
管理

の為
の食

事の
観

察及
び会

議を行
った場

合

認知
症の

方で、
入所

後3ヶ
月以

内に

個別
集中

的に
リハビ

リを行
った場

合

（週3
日まで

）

入所
後30

日間
に限

り算定
します

認知
症専

門棟
に入

所され
た場合

介護
老人

保健
施設

あおみ
料金

表（入
所）

ターミ
ナル

ケア加
算

退所
時情

報提
供加

算

514
1,027

1,541

紹介
内容

を文書
作成

し、退
所後

の治

療計
画等

を示す
書類

を添付
し交付

し

た場合

617
1,233

1,849

入所
予定

日前
30日

以内
又は

入所
後

30日
以内

に、入
所者

が退
所後

利用
を

希望
する居

宅介
護支

援事
業者

と連

携し、
退所

後の
居宅

サー
ビス等

の利

用方
針を定

めた場
合

入退
所前

連携
加算

Ⅱの
要件

も満た

すこと

入退
所前

連携
加算

Ⅰ

オモテ ウラ

13:30
入浴※ 2

（午後）

リハビリ：
実施時間は、リハビリスタッフが
順番にお声かけいたします。


